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大正前期における旧制高等学校入試

一入学試験をめぐる議論と入試制度改革一
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はじめに

大正期において，旧制高等学校は１９１８（大正７）年

１２月の高等学校令改正後1９１９（大正８）年に４つの学

校が増設されるまで，学校数は８校のままで，入学定員

もほとんど増えることもなかった。しかしながら，入学

志願者は増加の一途をたどり，入学試験は年々厳しく

なっていった。その意味で大正前期は，わずかではある

が学校増設もみられた明治後期や高等教育機関の大拡張

により年々学校数が増加していった大正後期とは異なっ

た特徴を有しているといえよう。本論文は，１９１８（大正

7）年の高等学校令改正までの大正前期について考察す

るものである。

＊慶膳義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻博土課程

（日本教育史）

大正前期の旧制高等学校入試は，１９１６（大正５）年ま

では共通試験制で行われていた'。これは１９０９（明治

42）年から採用されたものである。共通試験制は，１９１７

(大正６）年に総合選抜制にとってかわられた。「明治以

降教育制度発達史」には「競雫の激甚なる肇校と然らざ

るものとに依て入事者成績の最下限に非常なる差異があ

り，かくては，本人能力の高下に依て腐<公平に人畢者

を選抜する精神に反する｣2から導入されたという説明

があるが，そもそもこの総合選抜制は，１９０２（明治３５）

年から１９０７（明治４０）年まで採用されて失敗に終わっ

たものである3。なぜこのようなかつて失敗に終わった

方式を再び採用するにいたったのであろうか。しかもこ

の再び導入された総合選抜制は，1９１９（大正８）年には

再び廃止されて共通試験制にかわっており，その後総合

選抜制が採用されることは旧制高等学校入試史上なかつ
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たのである。

さらに大正前期は激しい受験競争が社会問題化しはじ

めた時期でもあった。久米正雄「受験生の手記｣4には一

高の受験に二度失敗して，入水自殺した受験生が描かれ

ている。その一方で明治末期から大正初期にかけてはい

わゆる高等遊民問題も存在していた。そこでは就職難の

問題のみならず進学熱を批判する論調もあった5．苛酷

な受験地獄とそれに対する批判の両者が渦巻いていたこ

の時期の旧制高等学校入試をめぐる議論は考察に値する

ものといえよう。

大正前期の旧制高等学校入試を扱った先行研究として

は決して数としては多くない。たしかに高等学校改革の

議論は明治期に引き続き行われていたとはいえ，結局臨

時教育会議以降まで改革は実現しなかったし，受験地獄

といったところで大正後期に比べればやはりその度合い

は低い。旧制高等学校入試の歴史の中で，大正前期は競

争率のみがひたすら上昇しただけという時期として等閑

視されるのは当然の結果ということもできる。しかし，

前述の問題を考えたとき，あらためて当時の入学試験に

ついて整理をしておく必要があると考える。

旧制高等学校入試について詳細に扱っているものとし

ては，寛田知義「旧制高等学校教育の成立」（ミネルヴァ

書房，1975）と佐々木享『わが国大学入学試験制度史の

総合的調査研究』（昭和６２年度科学研究費補助金（一般

研究(B)）研究成果報告書，1983）がある。寛田は１８９４

(明治２７）年の高等学校令から１９１８（大正７）年の高等

学校令改正までの入試について論じてはいるが，大正前

期については量的に非常に少ない。他の高等諸教育機関

との比較も行われてはいるが，高等学校入試という意味

では周辺のみが語られている観が否めない。佐々木は入

試制度を単位に時代を区切って論じているが，志願状況

と志望振り分けの議論が中心で入制度改革の議論への言

及が少ない。竹内洋「学歴貴族の栄光と挫折」（中央公論

新社,2000，日本の近代１２）では先述の久米正雄の小説

は取り上げられているが，具体的な状況はほとんど論じ

られていない。本論文では，このような先行研究の状況

をふまえて，入学試験をめぐる議論の経過を教育雑誌な

どの記述より明らかにし，さらには文部省から出版され

た『高等学校大学予科入学者選抜試験報告｣6などの出版

物や受験雑誌も視野に入れることで，受験競争が社会問

題化しはじめた大正前期において旧制高等学校入試につ

いて何が問題とされ，何が議論されたのかを検討するこ

とにする。

第５３号２００１

1．社会問題化する受験競争

（１）高等学校改革の挫折と入学試験

１９０８(明治４１）年の八高の設立以後,高等学校は増設

されなかった。しかしながら，高等学校増設の要求は常

に存在しつづけていたが，基本的に文部省は財政難を理

由に増設を拒んできた。

高等学校改革をめぐる議論は，高等学校が成立してか

ら常に交わされつづけてきたといってよい。大正前期に

おける議論もその流れを踏襲しており，基本的には高等

学校大学予科という初等一中等一高等という教育階梯から

するときわめて中途半端な教育機関をどのようにするの

かという議論であった。そのような中で小松原文相時代

に高等中学校令が制定された。これによれば高等中学校

は尋常中学校と同様に公立や私立によるものも認められ

ることとなり，２０校程度になることが見込まれていた。

さらにいえばこの高等中学校令をめぐる議論では，中学

校と高等学校の一貫教育という構想や中学校四年修了時

での高等中学校への進学といったようなのちの改正高等

学校令につながりうるような議論も多くみられた７．し

かしながら，この高等中学校令も他の高等学校増設計画

と同様に財政難を理由に無期延期が決定された。その

後，１９１３（大正２）年に設置された教育調査会でも高等

学校改革についての議論が深められた8．この教育調査

会では大学をめぐる議論の中で高等学校について議論さ

れた。ここでも改正高等学校令につながりうる萌芽的な

議論がみられるが，具体的な施策が打ち出されることは

なかった。

具体的に高等学校増設の計画が発表され，候補地があ

がってくるのは１９１７（大正６）年になってからのことで

あるが，これはこの年から開催された臨時教育会議で高

等教育機関の増設が議論され，第一次世界大戦による好

景気の影響で財政的な余裕が出てきたことによるもので

ある。実際に高等学校が増設されるのは１９１８（大正７）

年１２月に出された改正高等学校令以後なのであり，高

等学校増設要求は大正前期においては実現をみず，入学

試験は年々激化することとなった。

高等学校入試が厳しいということについてはすでに明

治３０年代から指摘されてはいた。明治の終わりから大

正前期にかけての受験者数と合格者数は表１の通りで

ある。１９０８（明治４１）年の八高の設立以降，学校数は８

校のままであったし，募集定員も大きな変化はなかっ

た。しかしながら，受験者数は増加の一途をたどってお

り，必然的に倍率も高くなっていった。学校別の志願者
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数と合格者数は表２の通りである。これを見れば一高が一高以外の学校でも年々競争率が上がっているというこ

最も厳しいことが分かるが，この体制は明治後期以来変とである。それだけ受験競争が厳しくなっていたことが

わっていない。むしろここで指摘しておくべきことは，分かる。

（２）入学試験をめぐる議論

高等学校入試についての議論は，1912（明治４５/大正
表ｌ入学志願者・人学者・競争率

元）年に高まりを見せた。事の発端は，その年の５月に
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1９１８（大正７）年：『高等学校入学者選抜試験二関スル諸調査」（1919),ｐ､４，ｐ・１０より
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校令を受けたもの・引用者註）其他の官立畢校に於ける

競争試験の弊害を如何に救済するか是れなり」'’と指摘

し，年々激化する入試によって「中肇校の教育は事盲高

中の橡備教育機関たる有様を呈するに至れり。現に府立

中肇のうちにも競争試験の科目のみを重視し，特に之れ

が篇に名ある教師を膳し居るものあり｣'２と中学校教育

における弊害をも指摘する。この論説では「事制問題は

根本にして，試騒問題は枝葉のみ｣'３といっているが,学

校増設をはじめとする制度改革が実現しなかった当時の

実情を考えれば，実際には高等学校入試をめぐる問題の

深刻さを指摘していることになる。もちろん入学試験の

廃止などできるはずもなく，入学試験廃止の声に対し文

部省は，「高等畢校の選抜試験の如きハ，元来無試験を原

則とせしもの，入肇志願者数非常に増加し，其割合に事

校の収容力増加せざるを以て，事校を増設せざる限り，

到底選抜試験を癖止する能は｣'４ずということで，事実

上何もできないことを明らかにしている。

教育雑誌上でも入学試験についての論考が見られた。

｢教育時論」では社説として，「高等肇校を始め，其の他

の官立肇校入肇試駿は，如何にして之を癖することを得

るか。現在に於いては，此等官立肇校の歎尚ほ不足なる

を以て，人察試験によりて，淘汰すること止むを得ずと

いはんか，併し官立事校の数，如何にして増加せりとせ

んも，入畢試駿は，之を癌すること能はざらん。何とな

れば同じ高等肇校にしても，甲校には入畢志望者の教，

入畢定員に数倍し，乙校には之に充たざる場合あらん。

斯かる場合に於いて，甲校は何を標準として，敷倍の人

望志望者中より，入事定員数の志望者を採撰すべきか。

今日の如く事校の教育に於いて，試験に重きを置くの弊

害たるは，凡そ教育者にして，之を認めざるものあらざ

るくし，然れども教育の現制度及び，社曾の事情等が，

綜合して以て此弊害を除去する能はざるものと認めざる

を得ず｡故に畢校に於ける試験問題は,単に教育施政者，
●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●

政治家，裡済家等の研究して解決すべき，社曾問題とい
●●●●●●●

はざるべからず｣'５（傍点原文ママ）という論説が掲載さ

れた。ここに見られる主張も入学試験は問題ではある

が,廃止することはできないというものである。『教育時

論」では次の号でも「官立学校入学試験（中学校の成績

に重きを置け)」という社説を出し，中学校の成績を重視

した形で入学者選抜を行うべきであるという主張をして

いるが，そこでも別に筆答による入学試験そのものの廃

止は打ち出していない。

１９１４（大正3）年の『教育時論』に連載された「中等

教育問題」では冒頭より試験について論じており，高等
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学校入試の方法として中学の成績をもとにした無試験入

学や知事や校長の推薦を踏まえて入学試験を実施する方

法など中学校の成績を重視した方法を指摘しつつ，いわ

ゆる筆答による入学試験については以下のように論じて

いる。

｢之れは大分公平な仕方であるやうですが，其の試

験の仕方によっては頗るおかしなものとなるので

す，今日行はれてをる高等の事校の人事試験の仕方

では，連も国家が要求するやうなものをよりすぐる

ことは出来まいと恩ひます，五日や一週間位智力の

試験だけしてそれで，国家所期の者が採れるとせば

大きな勘違である，四問題や五問題出し，其等に答

へしめて以てその畢科の盲力を知ることは連も出来

ぬ，そこで，各肇校とも数年間陶冶した畢校から，

畢業成績害其の他必要と思ふ書類を貰ひ，之れを大

なる参考とする積らしい，これは甚だ善い事であり

ますが，今日多くの肇校では此の成績書をば殆ど形

式にし，愈々入畢の許否を定めるときにはあまり参

考にせぬ様子であります，之れは折角の責を土中に

埋めるも同様で至極遺憾ではありませんか，自分の

考では教育の刷新せられた暁には此の成績鮎と入畢

試験鮎とを加へ二で割ったものを以て得鮎として入

肇の許否を定める有力なる資料にしたいと思ひま

す，斯く云ひますと随分反封を唱へる人もあるでせ

う，日く「入票試験鮎も富にならぬが在肇中の成績

も富にならぬ，つまらぬ手数をかけるだけぢや」と

｢一応御尤であります併し入事試輪の方を改正し且

つ在畢中の成績を今少し富になる様なものにしたら

よいではありませんか」と生は答へませうが，する

と「それは結構ぢやが富になるものは得にくい」と

云ふ人がありませうが，先づ静程信じられたるもの

を得ることは，むづかしい事ではなからうかと思ひ

ます｣'６

中学校の成績を重要視しようとしたこの論者さえ，仮定

の話として出している改善案では，結果的に筆答試験の

廃止を打ち出すことは不可能なのである。さらにはこの

妥協的ともいえる案が難航することさえ予想しているの

である。菊池に端を発した試験廃止の議論は，高等学校

入試には通用しうるものではなかったのであった。

しかし，すべての議論が苦渋の選択として入学試験の

維持を主張しているわけではない。『教育学術界」に掲載

された「試験廃止の不可を論ず」という論説では，試験
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一般を擁護する論陣を張り，最後に「十一，生存競争と

試験」と題して以下のように論じている。

｢生存競争の激甚なるに従うて奮闘的の身贈精神を

要するのは勿論である。奮闘とは他を排し困難を憐

して自己が優勝の地を占めんとする努力である。試

輪は前に述べた如く一定量の智識獲得を強制すると

同時にその理解力及び獲得の確不確の度を競争せし

むるひとつの機曾である。即ち試験は畢校といふ一

の社曾に於ける生存競争である。然らば試験は入っ

ては智識を確賞にして教育上の効果を完成すると共

に出でては責社曾に立た時の生存競争の準備練習で

ある。奮闘的生活を憧慣する廿世紀の青年は何故に

試験といふ奮闘的努力を厭悪するのであらう。試馳

が生徒の身紳に及ぼす効果は困難を癖して之れに持

克っ努力の鍛錬である。簡輩を欄して己れ先づ優勝

者たらんとする奮闘の訓練である。無競争の状態に

在って常に画家社曾は沈滞枯渇する如く事校教育も

亦た停滞して些の活動力と生気を有しないものにな

る。生存競争には弊害もあり苦痛もあるがそれでも

文明は競争ある所に追随し無競争の社曾から遠ざか

るのが普通である。肇校教育の事登之れと異ならん

やである。識者意を三度び葱に致されんことを希望

するのである。（以下略)｣'７（傍点原文ママ）

これは典型的な社会ダーウィニズムである。しかし，こ

うなるともはや入学試験は必然以外の何者でもなくなっ

てしまう。この議論が当時においてどれほどの支持を得

たかは不明であるが，この社会ダーウィニズムの潮流は

綿々と続いていた。１９１７（大正６）年に『教育時論」に

掲載された湯本武比古の「試験論」では，「凡そ肇校の試

験といふ試験の中で全癖しても差支のないのは，高等女

肇校に於ける試験と小肇校に於ける考査と位ゐなものと

恩はる閏」'8とし，中学校，高等学校，大学の入試や教員

検定試験，医術開業試験などの国家試験の必要性を主張

した上で，以下のように結論付けた。

｢生存競争，優勝劣敗は，生物たる人類の免るべから

ざる天則である。試験に堪ふる丈の鵠力もなく，心

力もなきものは，試職といふ人馬的淘汰に於ける劣

敗者であるは勿論，又これ自然淘汰の劣敗者であ

る。試験を要せざる他の方面に向って，活路を求め

るがよいと思ふ。斯かる劣敗的資質者を標準として

試聡の全癖を唱ふるが如きは，貧民を標準として，

共産を唱ふると，好一封の愚論といはざるを得ぬと

思ふが，非耶｣'９

2．総合選抜制の再導入

（１）総合選抜制再導入の経緯

大正前期の高等学校入試は，１９１６（大正５）年までは

共通試験制で行われており，それに加えて一高と三高を

除く各学校では無試験検定による入学方法が存在してい

た。この流れが変わるのは１９１６（大正５）年の終わりご

ろからである。

１９１６（大正５）年１２月２５日の『教育時論」の「時事」

欄に「選抜試験法改正｣，「優秀落第者救済」という記事

が掲載された。それらによれば,「文部省にては明年四月

の入肇期より右試験法（従来の共通試験による学校別選

抜という試験法・引用者註）を改正し，従来行われたる

集合試験法に復菖する筈にて目下調査中なり｣２０とある。

文部省当局の説明では，「現行試験法は，各高等畢校が各

自及落第決定機を有する結果，一高入肇試験合格者の最

劣等者の成績が，或地方高等事校の最優等者の成績より

も高鮎なる場合少からず，従って一高の不合格者には，

他校の合格者よりも成績優秀なる者多数あるは看過すべ

からざる事責也。斯くして年々六百名内外の成績優良者

が落第し，同数の成績不良者が却て合格するが如き不都

合あり，而も集合試験法を採用せば畢生の志望肇校順に

依り，成績順を以て全国各畢校に畢生を割富つるを以

て，兎も角成績優良者は全部人事し得る筈なりといへ

り｣2’となっている。総合選抜の復活は一高と他の学校

との格差が問題になっていることが分かる。

しかし，総合選抜制の復活は必ずしも歓迎されたわけ

ではない。某教育調査員の談話として『教育時論』に掲

載されているものとしては，「現に高等票校人望者は，志

望者の一二割限度を牧容し得るに過ぎず，若し集合制を

執る時は，試験成績の採黙を公平ならしむるには多少の

効果あるべしと錐も，これを以て現代の如き牧容力の程

度を改善し得べ<もあらず，寧ろ根本問題は，カユ出る姑

息なる改革よりも，一層畢生の収容力を増加して，是等

多敷の志望者を救済するの方法を講ずるにあり｣２２とし

て，選抜法の改正ではなく学校増設こそが入学試験難を

解決する手段であると主張している。また，「各畢校富事

者は，今回の改正を以て何れも自己の権限を縮小せら

る間ものと解し，甚だ喜ばざる色あり｣２３といった記事

や，文相より各学校へ選抜法改正の通牒があった後も

｢未だ各高校の意響一致せざる｣２４といった記事が見られ
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ることから，高等学校側にも歓迎されたとはいいがたい

部分がある。

そのような中，岡田文相は総合選抜制とは別の提案を

した。それは一高と三高の入試のみを先に実施し，その

後他の学校の入試を行うというものである。『教育時論』

に掲載された文相の談話ではその改正理由が以下のよう

に述べられている。

｢今迄は全国の八高等畢校が同時に試駿を施行して

居た篇め，落第した者は是非共翌年の入畢期迄待た

ねばならなかった。所が落第する者は凡て劣等生か

と云ふと決してさうではない，全国の秀才が多く集

まる一高や三高の落第生の中には，他の地方の高等

畢校の人事者よりも成績の優秀な者が犀山居る，現

に昨年の成績に依ると，一高及び三高の落第生中七

百人丈は他の高等畢校の入肇者のある者より上位の

成績を得て居る。即ち地方の高等望校になら立派に

入事し得る畢力ある者が，一年間無篇に暮して居

る。之は富人に気の毒なばかりでなく国家の損であ

る。一膿十年前迄は文部省で統一的に試験を行ひ，

成績の佳い者から志望の高等畢校へ入れたのである

が，夫では一高や三高ばかりに秀才が集まると云ふ

地方の高等畢校の抗議があって，現在の制度になっ

たのであるが，現制度では，却って前にも云った通

り七百人静の秀才が遊んで，夫よりも劣等な畢生が

地方の高等事校へ入畢して居ると云ふ次第で，現制

度はつまり失敗して居る課である。然し之を十年前

の中央試験制に復して文部省で一手に試験をする事

は如何にも面倒で，責行不可能であるので，他の一

策として一高と三高とで先づ試駿を行ひ一週間位の

間隔を置いて他の高等畢校の試駿をやると，一高三

高で落伍する前記七百名有除の俊才が，他の高等肇

校へ分配さる堅諜になるのである。其上受験者は二

回の機曾がある謬であるから，運よりも責力に依る

事になるだらうと思ふ。然しかうなると劣等生は愈

入肇が困難となるが，劣等生は縦令大畢を出ても就

職難を感ずるのだから他の専門畢校へ鞘じた方がよ

いだらうと思ふ。尚此の案は四月の中旬にある高等

事校長曾議に出した上，責行せらるＬが，只々人事

試験期日を変更すればよいのだから，責行は頗る容

易である｣2５

この談話からは１９０２（明治３５）年の総合選抜制の導入

のとき以上に明確な形で導入の理由が明らかになってい
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る26。比較的低い得点で地方の高等学校に入学した者た

ちよりも一高や三高に不合格となった優秀者を高等学校

に入学させた方が国家のためになるといっているのであ

る。さらには優秀でない者は「縦令大事を出ても就職難

を感ずるのだから他の専門肇校へ韓じた方がよい」とい

うのである。ここに国家エリート吸収装置としての高等

学校の姿を明確に見てとることが可能である。この際総

合選抜制であるか否かは本質的な問題ではない。「高等

学校大学予科一帝国大学」という路線にいかに優秀な学

生を受け入れていくかという観点のみが問題なのであ

る。

しかし，一高と三高のみ先に入試を実施し，その後他

の学校が入試を行うということは必然的に学校間格差を

生み出すことになってしまう。この点に関する批判も存

在した。ある貴族院議員の談話では，「若し岡田文相の意

劉の如く菖制を復活する時は’一時に多数の受験生に封

し試験するは困難なるは勿論，其採黙を公平ならしむる

には，各答案を一科一人となさざる可らず。而も之を短

時日に審了せんとする時は，自然審査も粗漏となり，却

って危険なる結果を招致すべ<，若し軍に文部富局が各

事校の試験成績に徴して，之に基き各肇校に人員の配置

をするものとせば，結局改正の趣旨立たず，且つ受験期

を二期に分つ時は，第一及第三高校は優良なる畢校の如

き思惟せしめ，他の各高校は劣等生を収容するが如き観

念を抱かしむる倶れあり○現在と錐も各校に於ける採黙

の標準に甚だしき相違なかる可きを以て，斯る改正は寧

ろ改悪となること明瞭なり｣２７として，岡田文相の新案

のみならず総合選抜制の採用でもうまくいかないと主張

した。のちにこの一高と三高のみ先行実施するという方

法は実施困難という結論が文部省より出されることに

なった28ｏ

総合選抜制を高等学校側は必ずしも歓迎していなかっ

た面があったことは先述したが，，９，７（大正６）年３月

に行われた高等学校長会議では，総合選抜制実施の際の

事務上の困難についての意見は出たものの，最終的に総

合選抜制実施ということに決定した29.

しかし，一方で総合選抜制を支持する声も高等学校内

に存在した。小松五高教頭は以下のような談話を発表し

た。

｢未だ其の方法等は明かに知られざるも，明治四十

年まで行はれたる集合制度の富時に顧みて想察する

に，従来の制度に在りては各地方毎に試験を行ふ篇

め其の地方に於ける秀才を主として人事せしめたる
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課にて，之を全園に通じて見るに，所に依りて志願

者数の多少を生じ，第一（東京）と第三（京都）の

如き最も多数の志望者を出す所に在りては，其の不

合格者となりたるものにして比較的秀才者あるを常

とし，文部省の調査に依れば，それ等の不合格者中

其の他の畢校に於ける受輪者の最高鮎に匹敵するも

のありて従って其の方法の公平を欠，又国家教育全

賠より之を見るに比較的優秀の畢生を教育せずし

て，劣等者の教育を施す事となるといふ如き弊を矯

めんが篇めの趣旨なるが如し。即ち東京京都等は従

前の制度とさしたる影響無かるべきも，其の他の高

等畢校に於ては従来に比し粒の揃へる比較的優秀の

生徒を多く収容し得べき機曾を輿へらる甚結果とな

る課なり。従って其の影響としてこれ迄地方別望校

別に施行したる富時に入事し得たる事力の程度を以

てしては人事し得られざる事となるべく，即ち全園

同一に撰抜せらる狸が故に暇令ば或校にて中以下の

成績を以て入事し得たる者は，其の多くは人望し得

られざる事となるべく，畢寛入事々力程度の向上を

来たす所以にして，理論上より言へば将来高等畢校

教育の成績が向上し来たらざる可らざる鐸なり。普

通教育ならばいざ知らず，高等肇校としては爾ある

べき事なるべし。要するに全国を通じての試験なれ

ば，畢力薄弱なるものは入肇する機曾を無くせる次

第なり｡｣3０

このような考え方は必ずしも例外的なものではない。事

実高等学校の教授たちは入学試験を必然的なものととら

え，できるだけ優秀な者のみを選抜したいという傾向を

もっていたのである３１。かくして１９１８（大正７）年４月

の高等学校長会議でも以下のような決定がなされてい

る。

▲人肇試験集合制度成績報告及決定

一、責施以来僅に一箇年なるを以て成績不明なるも

大船に於て素質の優良なる生徒を網羅したり

一、第一乃至第八の志望者中志望以外へ入畢せしめ

られたる者の感‘情も案外悪しからず

一、生徒は東京及京都へ集中せらるＬ傾向あるを以

て地方の畢校は其土地よりの入筆者減少せり

一、本年度も亦前年度と同様の集合制度を採る事に

決定3２

（２）総合選抜制の結果

総合選抜制を再び導入した結果，入学試験状況はどの

ように変化したのであろうか。先述の高等学校長会議で

の議論では，地方の学校で地元出身者の減少がみられた

というが，それ以外の点ではどうであったのか。

１９１７（大正６）年の高等学校入試を総括する『中学世

界」の増刊号で，文部省督学官の長屋順平は以下のよう

に入学試験を総括した。

｢さういふ弊害（一高で成績優秀ながら不合格にな

る受験生がいる一方で彼らよりも得点の低い受験生

が地方の高等学校に入学してしまうこと・引用者

註）のないやうにと云ふので今年から綜合制度によ

ったのであるが，其の結果は果して良好であった。

即ち昨年の六百五十名に封して今年はさういふ者が

僅に百五十名に過ぎなかった｡而も其の内，本人が

頑として第二志望以下の鴎校或は類を書かない篇

め，即ち救はんとして救ふ能はざる者が五十名ばか

りあるので，本当に入れなかった者は百名に過ぎな

い。新制度は九分まで成功したと云っても差支ある

まいと思ふ･唯，遺憾なのは，今も云ったやうに，

志望畢校志望類を少ししか書かない者のあることで

ある。こちらでいくら骨を折って入れてやらうと思

っても，本人が志望しないのだから仕方ない。

その外，是は極端な例であるが，第一志望を七高

とし，第二志望を一高とした者がある。是などは頗

る非常識な話しで，是だけでも落第の債値は十分に

ある。第一志望で七高に入れない者が，第二志望で

志望者の多い一高へ何うして入れる訳があらう｣3３

長屋としては総合選抜制はおおむね成功という総括であ

るが，それ以上に興味深い指摘が見られる。それは志望

学校や志望類の記入についてである。ここでは多くの学

校と部類の記入が求められている。要はどこかしらに

引っかかる可能性のある者についてはとにかく入学して

ほしいということである。文部省側にとってはそのよう

な受験生が不合格となるために得点の低い学生が１人

でも入ることはあまり歓迎しないということなのであろ

う。総合選抜制の理念が極めて忠実に貫徹されていると

いえる。

さらに，ここでは七高を第１志望として一高を第２志

望とした者が非常識なものとして批判されている。「是

だけでも落第の債値は十分にある」とのことだが，もち

ろんこれは単なる受験生への注意では収まりきらない。
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表３各学校別志願者の合格状況

2６

1９１７（大正６）年

高

高
吉
向

音
向 四 高 五 高 六 高 七 八高局

局

志願者 4,4321,0731,906６２８９０９５７４４３２８４８

志願者

どれか１校に合格した者1,297１４３３９４６７１１１７４４４１０２

3,5181,204１，９０１８４８１，２１９１，１０４７７４１，２１６

競争率 3.42７．５０４．８４９．３７８．１９７．７６９．８２８．３１

のが約二百名あった。この二百名を補ふ篇には己む

なくそれ以下の成績のものを以て補充せねばならぬ

といふ事になった。常局者としては誠に遺憾な事で

ある｣3４

1９１７

１９１８

１９１７

１９１７

入学者 354２６３２７８２４３２９０２６６２３３２５５

どれか１校に合格した者

競争率 1 2 . 5 2 ４ ． ０ ８６．８６２．５８３．１３２．１６１．８５３．３３

955１９４４２６８６１６６１３４８５１８７

第一志望による入学者 35 4 １ ２９２２１６３１０１７０３８６３

競争率

入学者に占める第一志望者１００．０４９．０７９．５２５．９３４．８２６．３１６．３２４．７

3.68６．２１４．４６９．８６７．３４８．２４９．１１６．５０

1９１８（大正７）年

｢元来現行の綜合制度は秀才を洩らさないと言ふ趣

意から出来た制度であるが，志望者の方で志望を悉

く記入しない篇に折角のこの趣意が貫徹せられず，

今年でもその篇に，即ち志望を全部記入して居なか

った篇に合格鮎に達して居ながら不合格になったも

10.02４．４６６．６５３．２６４．１７４．０１３．３１４．５９

高 四高五高六高七高八高

文部省側の解釈は今見た通りであるが，以下では入学

試験関係の統計をもとに結果の分析をしていくことにす

る。前掲の表２を見ても分かるように，総合選抜制の導

入とともに一高と三高を除き軒並み志願者を減らし，一

高では前年比で２倍近い志願者を集めている。表３は各

学校の志願者の合格状況である。先ず１９１７（大正６）年

分からみていくが，志願者中どれか１校に合格した者の

数を見ると，総合選抜制導入前に主張されていた通り－

高や三高には優秀な受験生が集まっていたことが分か

る。さらに実際の入学者より算出した競争率を見ると，

一高や三高は他の学校よりも高い競争率である。入学者

３５１１７６２５７８５１５９１２７８５１６６第一志望による入学者

３５１２７０２８６２６０２９２２７５２３４２６５

｢第一志望で七高に入れない者が，第二志望で志望者の

多い一高へ何うして入れる訳があらう」ということは，

これは高等学校を管轄している文部省が学校間格差を認

識し，それを当然のものとして行動するように求めてい

ると解釈できるのである。

翌１９１８（大正７）年の入試については，文部省督学官

の丸山環の談話として「中学世界』に以下のような総括

が掲載された。ここでも前年と同様優秀な受験生は1人

でももらすことなく集めたいという意向が示されてい

る。

競争率

入学者

入学者に占める第一志望者１００．０６５．２８９．９３２．７５４．５４６．２３６．３６２．６

(大正６）年：『高等学校高等科入学試験二関スル諸取調書」（1918）より作成

(大正７）年：「高等学校入学者選抜試験報告」（1919）より作成

(大正６）年と１９１８（大正７）年の入学者に占める第一志望者は％表示。

(大正６）年と１９１８（大正７）年の各項目とも一高・三高以外は無試験入学者を含む。



人員

最高点

最低点

平均点

2７

８
９
３
４

３
４
６
９

４
３
３

第二部第一部
第三部

３５

５００

３６５

４０４

３６

４７６

３７７

４１５

甲類乙類丙類丁類甲類乙類丙類

３２

４６５

３６３

４０２

１９１５最高点

(大正４）最低点

5８７

４７５

4９１

４７０

6２４

４９７

5３１

４１６

５７０

４１７

５６４

４１８

６１５

４９２

５２５

４６２

部

人員

最高点

最低点

平均点

３８

５１９

３８２

４２７

３０

５０３

３７２

４００

６４

５７１

４４０

４７９

１２

５２７

４２４

４５０

1３

４５２

４１９

４２６

８
５
４
８

３
６
２
６

５
４
４

３９

５０２

４１１

４５０

７
２
０
５

３
０
７
９

５
３
３

１９１６

(大正５）

丁
類

1９１７（大正６）年

部

六高 七 高 八 高四高五高局 局 局

６４

６１３

５３６

５６３

人 員

最高点

最低点

平均点

９
２
４
０

２
６
７
２

４
３
４

３８

５３１

４０４

４３３

２２

４９６

３６４

４１０

６８

４７１

３６２

３９８

６
６
４
４

３
５
６
９

４
３
３

７
０
４
５

３
５
６
９

４
３
３

４
５
３
３

６
５
６
０

４
３
４

７７

５４８

４５１

４８５

甲
類

３７

５５１

４３６

４７２

第 人員

最高点

最低点

平均点

３１

３６２

３５５

３５８

６
６
５
７

３
５
６
９

４
３
３

３５

４４４

３６３

３９１

３３

４３１

３５６

３８２

３０

４１７

３５６

３６２

５
７
５
６

３
３
５
４

４
３
３

８
０
８
８

５
７
０

４
３
４

９

４１３

３６４

３８９

乙
類

１０

６３３

５１７

５５５

大正前期における旧制高等学校入試

表４入学者の得点状況

(参考）１９１５(大正４）・’９１６(大正５）年の三高のデータ

６
６
７
６

３
２
３
８

５
４
４

３８

５６１

４４９

４８４

１９

５６２

４３５

４７０

４０

４９Ｊ

４１０

４３９

３９

４９４

４１１

４４８

３７

４９０

３６４

４０１

６
６
３
６

３
５
６
９

４
３
３

７
９
２
３

３
４
６
９

４
３
３

丙
類

１９

５３６

４３７

４６８

1６

４７９

４４１

４５３

人員

最高点

最低点

平均点

９
５
０
４

３
０
０
３

５
４
４

２
３
３
９

３
０
６
７

４
３
３

第

９
６
５
５

１
０
３
６

５
４
４

人員

最高点

最低点

平均点

１４

５００

４５３

４６８

７
７
６
０

３
６
４
８

５
４
４

６４

５７４

４８１

５１４

６
３
６
０

７
３
３
８

５
４
４

６９

５５２

４３５

４７３

７４

５３９

４３６

４７１

部

５
６
６
４

６
９
３
９

５
４
４

甲
類

第

１５

５２７

４５７

４９５

人員

最高点

最低点

平均点

７
４
６
７

３
３
３
６

５
４
４

７４

５３２

４１１

４５５

３７

５００

４１１

４４７

２
０
５
４

４
９
１
４

４
４
４

３４

５５５

４１３

４４９

１８

５３２

４３５

４６６

１３

５６６

４３６

４８４

１７

５３６

４２８

４３９

乙
類

１７

５１２

４２８

４４８

人員

最高点

最低点

平均点

７
５
２
６

３
９
９
２

５
４
５

１
４
８
３

４
６
４
８

５
４
４

1６

５３１

４３６

４７９

丙
類

人 員

最高点

最低点

平均点

７
０
８
２

１
４
２
３

４
４
４

１９

４３５

４２８

４３１



人員

最高点

最低点

平均点

2８

１９１８(大正７）年

６３

５８９

５０２

５２７

古
向 四高五高

｛
ハ 七 高 八 高｢局 局 局

６８

５３４

４２１

４５８

ロ
員
占
へ
占
へ
占
へ

高
低
均

人
最
最
平

７８

５５７

４８１

５０５

３０

５２６

４２９

４６０

３５

５２４

４２８

４４７

３８

５２９

４３６

４６０

７１

４９２

４２２

４４５

３５

４９１

４２９

４５１

３７

４７３

４２８

４４０

６５

５０９

４２９

４５７

甲
類

第

人員

最高点

最低点

平均点

３８

５３１

４１０

４５０

１０

５０６

４１０

４２５

３５

４９１

４０３

４３１

３４

４２８

４０３

４１０

３９

４４３

４０３

４１４

３４

４２６

４０３

４１１

３４

４２３

４０４

４１０

９
３
９
６

２
０
１

４
４
４

第乙

類

１９

５４２

４２０

４５７

員
諒
陣
隼

人
最
最
平

３６

５６８

４７６

５０７

３９

５０６

４３６

４６１

３９

５０６

４３６

４６１

５
８
５
０

３
６
０
３

４
４
４

３３４

‘7２

４１０

４４２

９
６
９
８

３
９
０
３

４
４
４

８
９
９
２

３
６
０
３

４
４
４

３２

４７９

４１０

４３０

丙

部類

乙
類

人 員

最高点

最低点

平均点

３７

５３８

４２４

４５９

６
３
９
２

３
５
０
２

４
４
４

丁
類

部
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表４つづき

１５

５０９

４３７

４６６

３８

５４１

４４７

４７５

２
３
５
８

７
６
６
９

５
４
４

７４

５２５

４２２

４５４

１９

４４２

４１０

４１８

２
３
２
２

７
４
２
６

５
４
４

４
６
３
６

３
０
２
５

５
４
４

７１

５４０

４２５

４６５

甲
類

数は総合選抜制導入前とほとんど変わっていないことを

考えれば，これまでは受験地も遠隔であった多くの地方

の優秀な受験生や一高や三高を志望したことともいえる

０
８
８
６

２
７
２
１

４
４
４

員
詫
喋
韓

人
最
最
平

１０

５４２

４６５

４８６

３７

５０３

４２２

４５１

１４

５４６

４３２

４６１

１６

４６１

４１０

４３９

１６

４８１

４３１

４５４

１９

４５１

４３２

４４３

２１

４７４

４２１

４３５

１９

５０６

４２２

４８１

人員

最高点

最低点

平均点

丙
類

ロ
員
占
へ
占
へ
占
〈

高
低
均

人
最
最
平

一高にのみ設置の第三部独語受験は除外した。

表中の斜体太字のものは、合格最低点が最も高い学校（表中の場合すべて一高）より合格最高点の低い学校を示

す。

1９１５（大正４）年：「9.前年人学者試験ノ得点回報ノ件」『専門学務局往復」大正５年（京都大学総合人間学部図

書館所蔵)，頁数なしより

１９１６（大正５）年：「38.入学選抜試験二間スル取調ノ件」「入学一件」大正５年（京都大学総合人間学部Ⅸl書館所

蔵)，頁数なしより

1９１７（大正６）年：文部省専門学務局『高等学校入学試験二関スル諸取調書（別号)』，ｐｐ５－８より

1９１８（大正７）年：文部省専門学務局「高等学校入学者選抜試験二関スル諸調査｣，ｐｐ､１０－１３より

し，あるいは偉倖心で志願した者も多かったと考えるこ

ともできる。入学者に占める第一志望者の割合はさらに

顕著な傾向を示している。一高の１００％を筆頭に一番低

３８

４７１

４０８

４２２

７
５
０
３

３
９
７
０

５
４
５

1９

４８１

４１０

４２６

１９

４５９

４２１

４２９

３
５
８
５

７
７
９
４

５
３
４

２０

４７８

４１１

４４７

６
６
８
３

３
３
９
４

５
３
４部

４０

５０７

４０３

４３７

７
７
９
６

３
８
９
２

４
３
４

39

472

398

434

３６

５８２

４４３

４７１

３５

５２５

４００

４４８

第
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い七高はわずかに16.3％である。これはかつて総合選

抜制が行われていた１９０７（明治４０）年のときよりも顕

著な結果である。総合選抜制の実施により受験生の志望

行動が一高主導となったことが分かる。しかし，１９１８

(大正７）年になると，この傾向は沈静化する。前年に比

べて一高と三高を除く各学校が軒並み志願者数をのば

し，第一志望者の割合も各学校で高まっている。しかし

前節で検討したように，総合選抜制導入の趣旨が第一志

望者の割合をどうするかということではなく，あくまで

優秀な受験生を集めることであることを考えると，この

受験生の志望行動の変化は一種の対抗手段ととらえるこ

ともできるだろう。

表４は総合選抜制実施期の各学校の合格者の最高

点・最低点・平均点と参考として総合選抜制以前の三高

のデータを示したものである。総合選抜制導入の趣旨を

考えれば，なるべく得点の高い受験生のみで入学者を割

り振り，学校間の得点の格差はなるべく小さくすること

がのぞまれる。合格最低点と平均点について１９１７（大

正６）年と１９１８（大正７）年を比較すると第一部は軒並

み上昇しているが，第二部と第三部ではほぼすべての部

類で低下している。三高に限って総合選抜制以前のもの

と比較すると全体的には合格基準が上昇傾向にあるとい

うことができる。問題の難易度との関係もあるし，三高

以外の総合選抜制を前後した動向が判明しないので一概

に断定することは不能であるが，優秀な受験生のみを合

格させるという点では一定の成果を収めたということが

でき，その意味で１９１８（大正７）年の高等学校長会議の

評価は正当性を持ちうる。しかし，学校間格差の縮小と

いう点では必ずしもうまくはいっていない。１９１７（大正

6）年の場合，七高では第一部甲類と第二部甲類を除く

すべての部類で合格最高点が合格最低点の最も高い一高

のそれを下回っている。四高と八高でも複数の部類で合

格最高点が一高の最低点を下回っている。受験生が志望

を多く記入しないがためという部分もあるのだろうが，

学校間格差という意味では1９１８（大正７）年の高等学校

長会議での評価は必ずしも正当とはいえない。ただ，先

述の文部省側の学校間格差の認識をふまえれば，優秀で

ありながら高等学校に入学できない受験生が減少すれば

よいという形で総合選抜制の評価を下したことによるも

のと思われる。しかし，この格差については１９１８（大正

7）年には圧倒的に一高の合格最高点を下回る部類は減

少している。学校間格差の縮小は，優秀な受験生が確実

な合格を求めて志望順位等に工夫の上試験にのぞんだと

推測できる。受験生にとっては生き残り戦略なのである

うが，それが結果的には政府の意向にそっているという

意味では興味深い現象といえる。さらにこのような制度

のもとでも地方の学校に入ることを拒否し，合格点に達

していながら不合格となる受験生がいたという事実も注

目に値する。

おわりに

高等学校改革が構想されつつも実行に移されることの

なかった大正前期において，入学試験は一種の必要悪と

して存在しつづけた。１９１２（明治４５/大正元）年に盛り

上がりを見せた入学試験についての議論は，ちょうどそ

の時期高等遊民問題の議論も盛り上がりを見せたのにも

かかわらず，それとの直接的な関係は薄いものであっ

た。ただ，高等遊民の輩出を抑えるべく定員を抑えて入

学試験で絞り込むという意味で，結果的には高等遊民問

題の解消のひとつの手段としての必要悪という解釈も可

能である。あるいはたとえ高等遊民問題があったとして

も，高等学校入試という分水嶺は存在しなければならな

いと考えていたという解釈も可能である。

さらには，入学試験は積極的に受け入れるべき現実と

いう論調まで登場してきたのであった。社会ダーウィニ

ズムにもとづくこの論凋の意義は大きい。入学試験の存

在は高等遊民の輩出を抑えることにはなっても，それを

積極的に容認すれば却って事態を悪化させることにもな

るからである。生存競争の一貫としての入学試験という

考え方は，受験競争を過熱させることはあっても沈静化

させることはない。ことに国家エリートと一般国民の分

水嶺としての機能をも持つ高等学校入試についてこの考

え方が適応されるとき，いかに過酷な競争であってもそ

れは正当化され，その勝者たる合格者は大いに称賛され

るべき存在となるのである。

しかし，このような考え方は，この時期に急に出てき

たものではない。１９０２（明治３５)年の総合選抜制の導入

の際も本論文で検討した１９１７（大正６）年の総合選抜制

の再導入の際も，問題となるのはいかに国家エリートと

してふさわしい優秀な人間を選抜するかという点なので

ある。その意味で社会ダーウィニズムにもとづく入学試

験肯定論は，激化する受験競争の中で露呈してしまった

｢ホンネ」ということができる。

１９１７（大正６）年の総合選抜制の再導入は，その「ホ

ンネ」の典型的な体現である。文相自らが国家エリート

としてより優秀な人間のみを選抜する必要性を語り，劣

等生には高等学校教育を享受させる必要はないと明言す

るということは，１９０２（明治３５）年の導入の際にはない
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ことであったさらには一部の意見なのであろうが，総

合選抜制で一度痛い目にあった地方の高等学校において

さえ導入に賛成の意向を示しているのである。岡田文相

が明治後期の総合選抜制の廃止は地方の高等学校の抗議

であると述べたことは本論中でも言及したが，明治後期

の総合選抜制の廃止については，廃止の２年前の１９０６

(明治３９）年の高等学校長会議で総合選抜制廃止の建議

が行われた上に，学校別選抜が決定される１９０８（明治

41）年の高等学校長会議では「別けて仙皇の中川校長な

どが，躍起となって濁立主義を主張した結果，遂に今回

の改訂を見るに至った｣３５ということを考えれば，地方

の学校関係者が総合選抜制に賛意を示すということ自体

大きな変化である。今回の総合選抜制は高等学校増設に

よる事務上の煩雑のためたった２年で取りやめとなる

が，この体質が改正高等学校令後入学者総数が増えてい

く中でいかなる変化を見せることになるのだろうか。こ

の点については今後の課題としたい。

試験に関する議論は，大正後期にも盛り上がりを見せ

る。大正後期における議論はもちろん大正前期のそれと

は位相を異にするものであり，メンタル・テストをはじ

めとするさまざまな選抜法の検討がその中心であっ

た36。よって入学試験と直線的に結びつく社会ダーウイ

ニズムという大正前期の議論にみられるような関係は出

てこないのであろうが，高等学校入試は続けて行われて

いるのであるから，そのような議論と高等学校入試との

関係性の検討も必要となるであろう。そして，両者の距

離を測ることで，「ホンネ」がいかに保持されたかあるい

は変容を迫られたのかが解明されることにもつながると

考える。

激化する受験競争の中での受験生の志望行動も興味深

い。総合選抜制期には何とかして高等学校入学を果たす

ために安全な方向へすすんだにもかかわらず，それが結

果的に政府の思惑にそった形になっているからである。

優秀な受験生がより確実に入学するために地方の学校を

上位の志望にしたとすれば，それは明治後期の総合選抜

制期には見られない行動である。明治後期においては，

一高の志願者数はうなぎのぼりに増えつづけ，その反面

不本意入学者が増えた地方の高等学校では校風の退廃が

叫ばれ，校友会雑誌にまで入学試験をめぐる議論が展開

されたこともあったのである37．その意味でこのような

志望行動は極めて戦略的な行動ということができる。し

かしながら，一高には圧倒的に多くの志願者数を誇って

いることもまた事実であり，一方で戦略的ではなく一高

を目指そうとする受験生が数多くいたことになる。いわ

第５３号２００１

ば受験生の二極化がみられるのである。この時期から受

験雑誌も多くの種類が刊行されはじめる。これまで以上

に多くの情報を得ることが可能になったときに，受験生

はどのような行動に出るのであろうか。また，改正高等

学校令後の高等学校増設でより多くの選択肢が提供され

るようになったとき，どのような変化が見られるのであ

ろうか。この点についても今後の課題としたい。

【註】

’政府は旧制高等学校の個々の入試制度についてその正式

名称を定めていない。１９１７（大正６）年と１９１８（大正７）

年に実施された共通問題による試験の成績をもとに各学

校への振り分けを行ういわゆる総合選抜を行っている場

合に高等学校長会議で集合制度という言い万をしている

が，同様の方法をとった明治期にこの名称は使われてい

ないし，一般的には集合制，中央試験制，綜合制度という

ような表現も存在し，一定していない。本論文では他の時

期との兼ね合いも考慮し，総合選抜を実施している場合

を総合選抜制と呼び，単に共通問題による試験を行った

時期は共通試験制と呼称することにする。また，入学試験

による選抜のほかに１９１０（明治４３）年より無試験検定制

度も行われていた。この制度は一高と三高では１９１３（大

正２）年に廃止となるが，その他の学校では１９１８（大正

７）年まで続けられた。これにより高等学校に入学できた

のは，統計が残っている１９１７（大正６）年で６４名，１９１８

（大正７)年で６３名と対象者が限られること，そしてその

帰結としてそれによって入学した学生は全体の割合とし

ては少ないため本論文ではこれを除外し，機会を改めて

論じることにしたい。

２教育史研究会編纂『明治以降教育制度発達史」第５巻（龍

吟社，1939)，ｐ,５４７

３明治後期の旧制高等学校入試制度の変遷については，吉

野剛弘「明治後期における旧制高等学校入試－文部省の

入試政策と各学校への影響を中心に－」（『慶臆義塾大学

大学院社会学研究科紀要｣第５２号(2001)所収）を参照さ

れたい。

４久米正雄「学生時代』（新潮社，１９１８）所収

５高等遊民問題については，伊藤彰浩「日露戦争後における

教育過剰問題一｢高等遊民」論を中心に－」（｢名古屋大学

教育学部紀要(教育学科)」第３３巻，1986）を参照された

い。この問題については就職難問題,青年層の風紀思想問

題，「進学熱」批判論の３点を軸に議論がなされたと分析

している(ppl89-193)ロ

６大正前期に限っていうと，１９１４（大正３）年，１９１６（大正

５）年度分は現在残っておらず，刊行されていない可能性

もある。また，１９１７（大正６）年度入試からは「高等学校

入学試験二関スル請取調書｣，１９１８（大正７）年度入試の

ものは「高等学校入学試験二関スル諸調査｣，１９１９（大正

８）年度入試からは『高等学校高等科入学者選抜試験二関

スル諸調査」とその書名を変え，さらに’９１７（大正６)年

度からは入学試験に関するさまざまな統計資料を掲載す

るようになった。

７この高等中学校令に関する議論の詳細については，市川

美佐子「小松原文相期における学制改革構想と高等中学

校令」（『国立教育研究所紀要」第９５集(1978)所収)，「明

治以降教育制度発達史」第５巻，ppll39-ll82，国立教

育研究所編「日本近代教育百年史」４（国立教育研究所，

1974)，ppl243-l248を参照されたい。
８教育調査会の詳細については，渡部宗助「教育調査会と高



大正前期における旧制高等学校入試 ３１

等学校問題」（｢国立教育研究所紀要」第９５集(1978)所

収)，『明治以降教育制度発達史」第５巻，ppll82-

ll92，「日本近代教育百年史」４，ppl248-l250を参照さ

れたい。

９菊地自身のちに「試験廃すべし」（『中学世界」第１６巻第

４号(1913.3)）で,選抜試験の廃止の困難さや試験に通り

さえすればよいと考える学生の態度を批判しながらも，

試験は一切廃止した方がよいという議論を展開している

ことからすれば，全く関係がないとはいえない。

'０本論で言及した新聞記事のほかにもこの問題について論

じた新聞記事は多い。『教育時論』第９８３号(1912.8.5）

では，「時文一束」欄でこの問題について論じた新聞記事

を７つ紹介している。

１１「試験問題正面観」「讃責新聞」第12644号(１９１２７．１９)，

ｐ・’

'２同上

１３同上

１４「試験制廃止程度」「蕊朝報」第６８２１号(1912.7.17),ｐ,２

１５「試験問題に就いて」（社説）「教育時論」第９９４号(１９１２．

１１．２５),ｐ､２

１６ＳＭ生「中等教育問題（一）（(主として中学校に就て))」

『教育時論」第１０４２号(1914.3.25),ｐｌ６

１７中島健依別「試験廃止の不可を論ず」「教育学術界』第２５

巻第６号(1912.910),ｐｐ､ｌＯｌ－ｌＯ２

１８「試験論」「教育時論』第１１６２号（1917.7.25),ｐｐｌ－２

１９同前，ｐ､３

２０「選抜試験法改正」『教育時論」第１１４１号(1916.1225)，

ｐｌ７

２１「優秀落第者救済」「教育時論』第１１４１号(191612.25)，

ｐＰｌ７－ｌ８

２２「高校新制の批難」『教育時論」第１１４３号（1917.1.15)，

ｐ,２１

２３「高校新制の実施」『教育時論』第１１４３号（1917.Ｌｌ５)，

ｐ､２１

２４「高校人学集合制難」「教育時論」第１１４８号(1917.3.5)，

Ｐ､１６

２５「文相高校制度談」『教育時論」第１１４６号（1917.2.15)，

ｐ､２１

２６１９０２（明治３５）年の総合選抜制の導入について第６回高

等教育会議(1901.11.25-30)の諮問案では,「各高等肇校

大聖橡科に肇力優等の者を人畢せしめんが篇め来肇年よ

り入事試験は問題を同一にし同一試験委員をして其答案

を調査採黙せしめんとす」（｢東京日日新聞』第９０４４号

（1901.11.26).ｐ､３。なお，この会議の議事録等は現在の
ところ発見されていない）とされていた。

２７「高校人学集合制難」『教育時論』第１１４８号（1917.3.5)，

Ｐ､１７

２８「全国高等学校長会」「教育時論」第１１４９号(1917.3.15)，
Ｐ､１６

２９「高校入学制度決定」「教育時論」第１１４９号(1917.3.15)，

ｐＰｌ６－ｌ７

３０「入試制度改正影響」『教育時論」第１１５１号（1917.4.5)，

ｐＰｌ２－ｌ３

３ｌこの点については，吉野剛弘「改正高等学校令前の高等学

校入試の講評にみる入学試験観と学校間格差」（『中等教

育史研究』第１０号（2002,近刊）所収）を参照されたい。

３２「全国高等校長会議」「教育時論」第１１９０号（1918.5.5)，

Ｐ､１８。この年の高等学校長会議については，「大正七年四

月高等学校長会議決議録」（京都大学総合人間学部図書

館所蔵）があるが，そこにはこの決定については掲載され

ていない。

３３長屋順平「成功せる高校試験新制度」『中学世界』第２０巻

第１１号(1917.8.20),ｐＰ６－７

３４丸山環談「本年度高校試験結果に就て」『中学世界」第２１

巻第１２号(1918.9.5),ｐＰｌ２－ｌ３

３５「改正後の志願者心得」（｢高等学校」中）『中学世界」第１１

巻８号(19086),ｐ５１

３６中等学校に関する議論に限定されるか，大正後期の入学

試験をめぐる議論については，天野正輝「１９２０年代にお

ける中等学校入試選抜法の改革」（『京都大学教育学部紀

要』第４１号(1995)所収）を参照されたい"

3７１９０２（明治３５）年から１９０７（明治４０）年の総合選抜制

期における志願者数等のデータや校友会雑誌上での議論

の経過については，註３の論文を参照されたい。

(付記)本研究は，２００１年度文部科学省科学研究費補助金によ

る研究成果の一部である。


